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１ 会議名   令和３年 第 14 回教育委員会会議 会議録 

２ 開催日時    令和３年 10 月 26 日（火）午後２時 30 分～午後３時 45 分 

３ 開催場所  ２階 特別会議室 

４ 出席委員  教育長 守山 敏晴   

委 員 廣田 登志子、村尾 利勝、竹田 千恵、渡邉 博明 

５ 欠席委員  なし 

６ 会議出席者 

教育次長   ： 三浦 成寿 

由宇支所長  ： 藤中 公子  周東支所長  ： 加藤 勝巳 

錦支所長   ： 下村 豊   美和支所長  ： 亀弘 典久 

教育政策課長 ： 遠藤 克也   

教育政策課 英語教育推進室長  ： 鬼武 伸哉 

学校教育課長 ： 林 孝志   学校教育課主幹 ： 仁田 誠彦   

青少年課長 教育センター所長兼務 ： 福屋 憲道 

文化財保護課長 岩国徴古館長兼務 ： 後 詳子 

生涯学習課長 中央公民館長兼務： 村重 加代子 

中央図書館長 ： 山本 圭子  科学センター館長 ： 中村 洋一 

７ 会議従事職員   教育政策課 ： 大黒屋 誠、村上 葵 

８ 会議録署名委員  廣田 登志子、渡邉 博明 

９ 議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 報告第 20 号  所管事項について 

日程第３ 議案第 30 号 
岩国市図書館条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて 

日程第４ 議案第 31 号 令和３年度岩国市社会教育功労賞の表彰について 

日程第５ 協議第３号 装港小学校の今後の方針について 

会議の大要 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ただいまから令和３年第 14 回岩国市教育委員会会議を開会します。 

・では、はじめに、日程第１会議録署名委員の指名を行います。本日の会

議録署名委員は、廣田委員と渡邉委員にお願いします。 

・本日の議題は、日程第２「報告第 20 号 所管事項について」、日程第３

「議案第 30 号 岩国市図書館条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて」、日程第４「議案第 31 号 令和３年度岩国市社会教育功労賞の表

彰について」、日程第５「協議第３号 装港小学校の今後の方針につい

て」、以上でございます。それでは、日程第２「報告第 20 号 所管事項

について」を議題といたします。これについては、協議会形式で進めた

いと思います。各担当部署から先に配布しております行事予定表につい

て、補足又は所管事項に関する懸案等がありましたら説明をお願いしま

す。 
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生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・11 月の行事予定につきまして、由宇町の「由宇近郷少年柔道大会」が延

期になっておりましたが、11 月 21 日９時から由宇文化スポーツセンタ

ーでの開催が決定いたしました。 

・９月の行事報告ですが、15 日水曜日の「玖珂まち生涯大学」につきまし

て、講師の方が大分県から来られるとのことで、当時は感染が拡大して

おりましたので、講師を変更して開催しております。なお、15 日土曜日

となっておりますが水曜日の誤りですので、訂正させていただきます。 

・９月 12 日のソフトボール大会につきましては、広島県からの参加予定

者が多数いたため延期となっております。また、11 月の行事予定ですが、

28 日の「第 20 回 山代神楽共演大会」は 12 時の開始となっております。 

・11 月予定ですが、中学校の合唱祭は行いますが、小学校の音楽祭はコロ

ナ感染対策で残念ながら中止になりました。また 13 日と 14 日に「中学

校文化連盟総合文化祭岩国大会」がシンフォニア岩国で行われます。こ

の関係で 15 日に振替休日を設ける中学校が多くあると思います。 

・９月の教育委員会会議において、村尾委員から御質問のあった９月の不

登校児童生徒の状況についてお伝えいたします。今回お知らせする不登

校児童生徒につきましては、30 日以上欠席している児童生徒の数ではな

く、月に７日以上欠席した児童生徒及び年度当初から 10 日以上欠席し

た児童生徒をカウントしたものであり、より幅広く不登校傾向の児童生

徒を捉えたものです。令和２年９月の小・中学校の不登校児童生徒数は

147 名でした。令和３年９月については 160 名となっており、不登校傾

向の児童生徒が 13 名増えています。10 月 13 日に公表されました「令和

２年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査結果」で示されたとおり、不登校児童生徒数の増加は全国的な課題と

なっており、青少年課としても危機感を持って対応していきます。 

・中央公民館から御紹介が１点、生涯学習課から御報告とお知らせが５点

ほどございます。 

・12 月 26 日に中央公民館の主催で「童謡や唱歌を歌って心とからだを元

気に！」という行事が市民会館で開催されます。 

・次に、「じんけんフェスタ 2021 in いわくに」ですが、以前にも御案内

があったかと思いますが、今回講演は市民文化会館でオンライン開催と

なり、案内も幼・保・小・中・高校の教育関係者のみとしております。 

・花いっぱいコンクールの表彰式についてですが、今年度は学校の部 19

校で小学校 15 校と中学校４校、団体の部８団体から応募があり、表彰

式を 10 月 22 日に開催いたしました。花いっぱいコンクール写真展を 10

月 29 日まで市役所１階展示スペースで開催しておりますので、ぜひ御

覧ください。今回、麻里布中学校の生徒が一緒に表彰式に来られました

が、これまで花に興味はなかったけれど、始めてみて面白さを感じ、委

員長を目指したそうです。また、団体の部の「御庄花いっぱいグループ」
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中央図書館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学センター

館長 

 

 

 

教育長 

村尾委員 

 

 

 

 

生涯学習課長 

村尾委員 

生涯学習課長 

には高校生がいますが、この方は小学生の頃からこの活動に参加してお

り、花をきっかけに地域と子供の交流が根付いていると思いました。 

・教育委員にお配りいたしました「生涯学習ガイドブック」ですけれども、

今回 2,000 冊を作成し、1,700 冊を 170 機関に配布しました。これまで

はこの半分ほどの大きさで、施設ガイドと情報ガイドの２つに分けて作

っていましたが、今回、まとまっていた方が良いとの御意見もいただい

ておりましたので、１冊にまとめてみました。また皆様から使いやすさ

等の御意見をいただいて今後に活かしてまいりたいと思います。 

・岩国市ＰＴＡ連合会教育懇話会ですが、既に御案内があったかと思いま

すが、11 月 19 日の 19 時からオンライン開催といたします。市役所２階

の特別会議室で行いますが、御自宅からでも視聴参加ができます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

・優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰について、この度川下中学校育友会様が表

彰されましたので御報告いたします。表彰式が 11 月 19 日に東京で開催

されます。 

・11 月３日は中央図書館のみ文化の日の祝日開館を予定しています。 

・先ほどお配りした青いチラシですが、皆様既に御存じと思われますが、

10 月１日より「岩国市電子図書館」を運用開始いたしました。これは全

額「新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金」を財源にして

います。運用開始時はおよそ 1,300 コンテンツですが、来月からは月に

150 点から 200 点程度随時追加していく予定です。利用できる方は、図

書利用券をお持ちの市内在住又は市内に通勤通学をしている人です。対

象の方で利用券をお持ちでない方が周囲におられましたら、身分証明書

を持って最寄りの図書館へお越しいただきましたらすぐに発行・利用で

きますので、周知をよろしくお願いいたします。 

・科学振興展覧会ですが、小・中学校それぞれ自然の部と創造の部に分け

まして、今回は 411 点の作品の応募がありました。昨年度比で 66 作品

の増加になります。このうち 18 作品が県の科学作品展に出品され、由

宇小学校４年生の重本悠成くんの「ステイホーム オリンピック」とい

う創造の部の作品が優秀賞を受賞されましたので御報告いたします。 

・全体を通して御意見・御質問がありましたらお願いします。 

・生涯学習課にお尋ねします。花いっぱいコンクールの表彰式のしおりに

心が和む素晴らしい花の写真がありますね。素晴らしい花壇を作ること

によって、作った人はそれにも増して喜ばれるのではないかと思いま

す。残念なことに学校の参加数があまり増えていませんが、賞に入らな

かった学校もあるのですか。 

・しおりに掲載している学校が参加された全ての学校です。 

・参加された学校は奨励賞を受賞されるのですか。 

・はい。 
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村尾委員 

 

 

 

 

青少年課長 

・それ以外は参加していないんですよね。 

・そうです。ただ、昨年は 16 校でしたので少し増えています。 

・少し増えましたがまだ少なく感じます。花壇経営は賞を貰うために行う

のではなく、情操教育の一環として、素晴らしい花を毎日見られるとか、

潅水や除草作業をする勤労の大切さ等を体験しながら花壇経営の喜び

を味わうのが目的です。よって、全校から出展してもらい、審査をして

いただけたらと。参加校はどこもそのような形で取り組んでいると思い

ますので、全ての学校に参加を呼び掛けていただきたいと思いますが難

しいですか。 

・全ての学校にもちろん御案内はしていますし、校長・園長会議でも周知

しています。どこの学校も花壇は作っていらっしゃるとは思いますが、

書類を作成して提出するまでがネックなのかなと思いますので、応募し

やすいようにしていきたいと思います。 

・できる限り全ての学校に素晴らしい結果を見ていただいて、自分たちも

より一層これに近づきたいという気持ちを持っていただきたいと思い

ますので、来年度は全校参加できるように根気強く各学校に参加を促す

ようお願いします。子供たちは同じような活動をやっていると思います

ので、よろしくお願いします。 

・もう一点、先ほど青少年課長から今年度の夏休み明けの不登校について

御報告いただきましたが、昨年度に比べて 160 名増えているとのことで

した。この原因は何かという分析も必要だと思います。例えば、勉強が

面白くなかったり、できないので学校に行っても駄目だと不登校気味に

なったり、いじめられて不登校になったり、いろんな原因があると思い

ます。その原因を分析するのは難しいと思いますが、どのような原因が

多いかという傾向を知ることによって不登校を少しでも減らすことが

できると思いますが、その辺りは掴まれていますか。 

・令和２年度末に、その年の不登校の原因が学校から挙がってきました。

それを見た結果、一番多いのは不安や無気力などです。次に生活リズム

の乱れなども多いです。これは今年だけに限った内容ではなく、不安や

無気力というのは全国的にも岩国市の中でも例年要因として多いです。

それがコロナ禍と結びついた場合、学校で様々な体験活動や人間関係の

制限がある中で不安感や無気力が強く出るというのは、要因として考え

られると思います。 

・コロナ禍で人間関係が不安定になり、十分な人間関係の構築ができない。

また、家庭でスマホを夜遅くまで使うことで生活リズムが狂って朝起き

れず、学校に行っても寝ているということの積み重ねが無気力になって

不登校につながります。家庭のことですが、学校はそのような子供をな

くしたいと思っていますと思います。対応についてはどうですか。 

・家庭との協力が不可欠です。保護者が危機感を持っておられる家庭につ
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いてはＳＳＷや福祉、児童相談所にペアレントトレーニングに行く等の

支援方法はこちらも一緒に考えていけるのですが、関わることを拒んで

おられる家庭については、学校からの粘り強い調整や連絡で関係を強め

ていく必要があるので、学校にとっては時間がかかりますし、先生方に

とっても一つ一つの報告が重要になってくるかと思います。 

・早めにそういった子供を見つけて、初期対応を施すのが学校の役割だと

思います。深刻化した時には今言われた第三者機関やアウトリーチを活

用して減らしていくということで。支援教室も人数は増えていますか。 

・現時点で小・中学校合わせて 27 名が通室しています。 

・支援教室に通えるというだけでも救いの一手ですね。そのようにして少

しでもニートをなくす対策をこれからも続けていっていただきたいと

思います。原因がある程度分かれば、側面から家庭をサポートしていく

体制を作っていただいて、どんどん学校に来られるようにしていただき

たいと思います。 

・コロナの話がありましたけれども、もう２年が経ち随分長引いています。

学校を回らせていただいておりますが、授業や社会見学の様子を見させ

ていただくと、目的地を変えるなどいろんな感染対策をしながら、いか

に子供たちに感動体験を与えるかということを一生懸命工夫されてい

る様子がとてもよく分かります。教育委員会の指導の下、各学校の特性

に合わせて並々ならぬ努力をしておられるようです。例えば、ある学校

ではリコーダーの授業を進めたいということで、子供たちを廊下に間隔

を空けて並ばせて、前を向いてリコーダーを吹かせているという学校も

ありました。私では考えられなかったようなアイデアが出ており、いか

に授業の内容を深めていくかを工夫しておられました。素晴らしいこと

だと思います。また、ある中学校では文化祭をオンラインで配信したそ

うです。100 人くらいの在校生がいますが、卒業生や祖父母、単身赴任

をしている保護者などが視聴し、視聴者数が 500 名を超えたそうです。

感動体験を重視しながら、オンラインでの間接体験でも良いメリットが

あるなと思い、この際いろんな事を見直す機会ではないかと感じまし

た。感動体験と配信でバランスを取りながら進めていると思いました。 

・10 月 24 日に市民文化祭の俳句大会に行ってまいりました。大人の受賞

者と小中高からも応募作品を募って賞を決めておられました。たくさん

の学生が応募しておられることがよく分かりまして、学校の国語担当や

学級担任が岩国市の活動に積極的に参加していることに驚きました。俳

句の関係者の方も大変喜んでおられました。 

・先日、玖珂幼稚園と川上小学校の運動会に参加さていただきました。川

上小学校は全校生徒８人で小規模でしたが、卒業生や地域の方がすごく

協力的でとても良い関係だなと思ったので、これからも続けていただき

たいと思いました。 
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・別にないようでしたら、以上で報告第 20 号を終わります。 

・次に、日程第３ 議案第 30 号「岩国市図書館条例施行規則の一部を改正

する規則について」を議題といたします。中央図書館から説明をお願い

します。 

・岩国市図書館条例施行規則の一部を改正する規則について御説明いたし

ます。これは 10 月１日より運用を開始いたしました「電子図書館」の

導入に伴いまして、図書館資料の中に電子書籍が加わったことによる規

定の整備のほか、本市において本年２月に「行政手続・内部手続におけ

る押印の見直しについて」が策定されたことに伴いまして、今回併せて

既定の整備を行うため、提案するものです。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

・ただいまの説明に、御意見・御質問がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら議案第 30 号は原案のとおり決することに御異議

ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 30 号は原案のとおり決します。 

・次に、日程第４ 議案第 31 号「令和３年度岩国市社会教育功労賞の表彰

について」を議題といたします。なお、これ以降の日程については、公

表までの間、議事については非公開としたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、日程第４以降は非公開といたします。それでは非公

開として議事を進めて参りますので関係者以外の方は退出をお願いし

ます。 

＜傍聴人退席＞ 

・それでは、生涯学習課から説明をお願いします。 

・岩国市社会教育功労賞は、岩国市社会教育関係団体等表彰規則、岩国市

社会教育功労者表彰要綱に基づき表彰するものでございます。この表彰

要綱については、平成 26 年４月以降に表彰要綱の改正を行い、隔年の

表彰としております。今年度の表彰は平成 27 年度から４回目の表彰と

なります。７月に関係団体、関係各課に調査依頼し、受賞候補として挙

がった方々を９月 27 日の選考委員会で選考し、その結果を本日議案と

して提出させていただきました。今後は、11 月中旬に受賞決定通知と表

彰式の案内状を発送し、令和４年１月 28 日に表彰式を市民文化会館で

開催することとしております。それでは議案についてですが、この度の

社会教育功労賞は７名の方を候補者としております。この７名の方は、

それぞれの団体で役員・指導者として長年にわたり活動され、各団体の

発展に御尽力されておられます。経歴・業績・表彰に値すると認められ

る理由につきましては、別添の資料を御覧いただきたいと思います。そ
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教育長 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

 

教育長 

教育政策課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

村尾委員 

 

教育政策課長 

村尾委員 

 

 

 

教育政策課長 

 

れでは候補者を申し上げます。五十音順に掲載しておりますが、上から、

上村康子さん。岩国市連合婦人会会長からの推薦で、要綱の第４条第３

号に該当いたします。次に小坂保博さん。ボーイスカウト岩国第１団団

委員長からの推薦で、第４条第４号に該当します。次に河村義信さん。

岩国市青少年育成市民会議会長職務代理者の推薦で、要綱の第４条第２

号に該当いたします。次に坂根敬臣さん。岩国市子ども会連合会会長の

推薦で、要綱の第４条第２号に該当します。次に島津教惠さん。岩国ユ

ネスコ協会会長の推薦で、要綱第４条第４号に該当いたします。次に下

坂マチ子さん。岩国市青少年育成市民会議会長職務代理者の推薦で、要

綱第４条第２号に該当いたします。最後に中尾正浩さん。岩国市ＰＴＡ

連合会会長の推薦で、要綱第４条第３号に該当いたします。以上、御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

・ただいまの説明に、御意見・御質問がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら議案第 31 号は原案のとおり決することに御異議

ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め議案第 31 号は原案のとおり決します。 

・ここで、暫時休憩といたします。関係職員以外の方はこれにて解散とな

ります。 

＜関係職員以外退席＞ 

・休憩を終わり、会議を再開いたします。 

・それでは、日程第５協議第３号「装港小学校の今後の方針について」を

議題といたします。それでは教育政策課から説明をお願いします。 

・６月の第９回教育委員会会議後、改めて今後の進め方について市長等と 

も協議しました。その際に方向性を伝える前に、保護者にはフラットな

状態で意見を聴くことが方向性を決定する上では必要ということにな

り、説明会を開きました。その結果を踏まえて、改めて統合の方針の下

で地元協議を進めていきたいと考えています。 

（保護者説明会で使用した資料の説明及び質疑内容についての報告） 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・今説明いただいた質疑内容について、統合全般についてスクールバスや

駐車場、地域への対応等ありますが、全て書き出されていますか。 

・項目毎に分けて全て記載しております。 

・読ませていただきましたが、統合に向けての質問が多かったように思い

ます。マイナスの発言についても多少見受けられますが、これを読む限

りにおいては、東小に統合した際に不安があるといった感じで読み取れ

ました。そのような会場の雰囲気でしたか。 

・フラットな説明を行うことを前提としておりましたので、個人的な意思

を表示するといったことは少なかったかと思います。 
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教育長 
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教育政策課長 

村尾委員 

 

教育政策課長 

 

 

 

竹田委員 

教育政策課長 

竹田委員 

教育政策課長 

 

 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

廣田委員 

 

 

 

 

・統合してもいいなというような雰囲気でしたか。 

・雰囲気的には、統合してからの不安の質問が多かったので、そのような

方向に向いてるんだろうなと思われている保護者が多かったのかなと

いった気がします。 

・未就学児の保護者にも在校生の保護者とともに説明会を実施したのです

か。 

・未就学児の保護者にも、在校生の保護者とは会を分けて開催し、説明い

たしました。 

・多少反対意見はあると思いますが、どちらにするか決めないといけない

ですね。多数決ではなく、教育上メリットがある方に向けていかないと。 

・本日の協議結果を明日の政策戦略会議において報告することになりま

す。 

・グラウンドが長期にわたって使用できなくなることについての意見はあ

りませんでしたか。 

・特にはありませんでした。 

・６年から９年ほどグラウンドが使えないと子供の体育面の活動が、対外

措置があるにしろ制限されますが、意見はなかったですか。 

・方向性を示した際に、どうなのかと聞かれる可能性は出てくると思いま

す。在校生の方は装港小学校のことはよく分かっておられますが、東小

のことは分からないので、その辺りの懸念事項を質問されていたのかな

と思われます。 

・出席者の世帯数が少なく感じますが、全部で何世帯あるのですか。 

・在校生関係が 52 世帯で未就学児関係が 43 世帯です。 

・半分も参加されていないですね。 

・６年生が 21 名おりまして、兄弟もいますので全部が全部ではないので

すが、来年卒業するということで自分たちには関係ないと思われ出席さ

れなかったのかなと思います。未就学児の保護者にも個別に御案内して

いたのですが、想定より少ない出席数となりました。あくまでも現状の

説明会として御案内したので、方向性をお伝えする次回の説明会ではま

た違った対応をされる方もいるのかなと思います。 

・説明会に行けなかったので話を聞きたいとか、再度会を開いてもらいた

いといった要望もなかったので、来られなかったという現状も参考にな

るのかなと。今は関心が薄いようですが、ある程度方針を決めていけば

保護者の方にもそれなりに考えていただけるのかなと感じています。 

・結論を出さないといけないわけですよね。そこへどう持っていくかです

が、今保護者は、無関心も含めて概ね反対意見は少ないですが、あとは

地域への対応ですね。地域をサポートするような雰囲気になっていって

統合へ向けていけるようこれから教育行政の力の見せ所かなと思いま

す。 
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教育長 

村尾委員 
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教育長 

渡邉委員 

 

・岩国市で一番初めに寺子屋を始めたのは装港小学校です。放課後児童教

室を東ではなく、装港の校区内に作るということであればそこで寺子屋

ができます。地域とのつながりは、学校があるから繋がるのではなく、

子供がそこにいるから繋がるので、代替はいくらでも作れます。地域ボ

ランティアもそのことを理解していただければ、十分活動の場は作れる

と思います。 

・今回の中ではそういった質問はなかったですが、以前そういったことに

対して学校教育課長が説明されたことがありましたよね。 

・放課後児童教室は職員が確保できないので中々難しいとこども支援課が

申しておりました。また、保護者から、東小に統合するならそのまま東

小の放課後児童教室にいてくれた方が迎えに行きやすいといった声も

ありました。私の方からは、夏休みなどの長期の休みには、午前中に通

室ができて、勉強や遊びや地域の方との活動ができたらいいですねとい

った話はさせていただきました。 

・そのためには、地域に体育館をもし作るのであれば、学習室を併設した

らできないことはないと思います。 

・避難所兼としてですね。 

・集会所のような感じですね。また明日の政策戦略会議で市全体として協

議していきます。 

・地域のボランティアは送り迎えも熱心にされてたと思います。スクール

バスの起点までならできると思います。ボランティアで 10 年以上され

ていた方もおられましたよね。 

・保護者とのトラブルがあったので、今は踏切のところで見守っていただ

いている状況です。スクールバスになったら、いろいろまたお願いして

いくことになると思います。学校運営協議会にも御意見いただくように

なります。 

・地域の方へは感謝の気持ちを持って対応していかないといけませんね。 

・対応の仕方はいろいろな形でできると思います。 

・地域との関係で言えば、いろんな団体が主催者となって活動しています。

自治体が主催となって夏祭りやとんどなど、ＰＴＡが主催となってバザ

ーをしたり、反対に地域の方を呼んだりとかですね、花火大会もありま

す。学校がなくなることでＰＴＡが主催のものについては、学校を通じ

ていろんな御案内を出していたのをどうしていくかといったことも考

えていく必要があります。子供は住んでいますので、地域の中でどうい

う関わりを持っていくかということを行政がお手伝いをしながらつな

がっていけたらなと思っています。 

・今後一緒になって考えていく必要がありますね。 

・装港小学校を建て替える場合のメリットについて、「一人一人の学習状

況等を的確に把握でき、きめ細やかな指導が行いやすい」とありますが、
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裏を返せば、統合した場合はこれができなくなると捉えられるのではと

感じました。どこの学校も学習状況等を的確に把握しなくてはならない

わけで、ここが少し気になりました。併せて、「地域の方との関わりを

これまでどおり維持できる」も、統合してしまうと地域との関わりがこ

れまでどおりできなくなるのかなと単純に思ってしまいます。ですから

ここの条件と、地域住民とそこに住んでいる子供たちのコミュニティの

場が必要になると思います。建て替えなくて統合した場合、そこについ

て市が何も説明できませんとなると、学校は残してもらわないと困りま

すよとなりますし、保護者も地域の方と子供が接する場が近くに欲しい

と望んでおられると思うので、実は避難所やコミュニティセンターとし

て新たにできる構想がありますよという話を持っていくと、施設が新し

くなって耐震化もできて安全なところに建物が建つんだなと思われま

すので。今、出張所は危ないところにあるので、そういったことを話す

と地域の方は逆に喜ばれるのではないかなと思います。地域の方も保護

者も安心されるのでは。 

・そういったことも明日の会議で。複合施設の検討という形ですね。当然

何も考えていないということはありませんので。 

・資料でも何点か触れていますが、今度の方向性を説明する際には、ここ

をそれぞれ項目毎にページを設けて踏み込んだ説明をし、多少でも安心

感を感じていただけるようにしたいと考えています。スクールバスの関

係も、今学校教育課に調べていただいていますので、それを見られれば

安心感が増すのかなと思います。 

・これから対応してまいりますので、一応方向性は決めますけども、しっ

かりと地域の意見を聞いて議論を進めていけたらと思います。 

・貴重な御意見をありがとうございました。ただ今の協議結果を総括しま

すと、装港小学校につきましては、今後『東小学校への統合に向けて地

元協議等を進めていくこと』になりますが、これに決定してよろしいで

しょうか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認めます。保護者説明の結果を踏まえて、今後は統合の方

針で地元協議等を進めていくことになりますのでよろしくお願いいた

します。 

・本日の議題は以上でございます。それでは、次回の教育委員会会議の日

程について、事務局からお願いします。 

・次回の定例会は令和３年 11 月 22 日月曜日、愛宕スポーツコンプレック

スカルチャーセンター会議室にて９時半から所属長会議を、10 時から教

育委員会会議を開催いたします。 

・これをもちまして、令和３年第 14 回岩国市教育委員会会議を終了しま

す。   
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